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   礼文町立小中学校におけるタブレット端末活用のルール制定について 

 

 盛夏の候、各学校下保護者の皆様におかれましては、益々ご健勝のこととお喜び申し上

げます。 

日頃より、本町学校教育の推進に対しましては、ご支援ご協力をいただき、厚くお礼を

申し上げます。 

さて、礼文町より児童・生徒へ学習に使うタブレット端末を貸与しているところですが

今後、家庭学習やオンライン授業のためにタブレットを家に持ち帰る機会が出てくると思

いますので、『タブレット端末活用のルール』を作成いたしました。 

保護者の皆様におかれましてはルールについてご熟読いただき、児童生徒が学習活動以

外にご使用することが無いようご指導いただき、保管等につきましてもご協力くださいま

すよう何卒よろしくお願いいたします。 
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